
令和 5 年５月２日 

保護者の皆様へ 

都留市教育委員会   

教育長 小林 正人 

都留市立東桂中学校  

校 長 三枝 幸一 

 

５月８日以降の新型コロナウィルス感染症対策について 

 

 

 新緑の候、保護者の皆様方におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。 

 さて、表記のことについて、新型コロナウィルス感染症の感染類型が５月８日より２類から５類に引

き下げられることとなりました。それに伴い、文部科学省より今後の感染対策については各事業所の判

断によるとの見解が示されております。 

 つきましては、今後の感染対策については、感染状況を考慮しながら各学校の判断で対応をしていき

ます。それぞれの学校ごとの感染対策の基準を設けて適切に対応をしていきたいと思いますので、今後

もご協力のほどよろしくお願いします。 

 なお、以下に概要を述べさせていただきます。ご確認をお願いします。 

 

１、健康観察カードについて 

 ・毎日の健康観察カードの提出は、原則、行いません。今後は感染状況を見ながら必要に応じて実施

していきたいと思います。  

※子供たちの様子はよくみて登校させてください。 

※上記のとおり、「毎日の」健康観察カードの提出はしばらく行いませんが、5 月に予定しており

ます２，３年生の宿泊学習の前後２週間は「生活習慣・健康チェックカード」の取組をします

ので、ご承知おきください（１年生の校外学習では行いません。）。 

 

２、発熱等の体調不良があったとき 

 ・医療機関にかかってください。医師の判断で対応をお願いします。 

  ※陽性になったときには、出席停止になります。 

  ※家族が陽性になったり、発熱等で体調不良になったりしたときには、特に欠席の必要はなくなり

ますが、心配な時には学校に相談をしてください。 

 

３、その他 

 ・教育活動は感染状況を見ながら適切に実施していきます。 

 ・本文書と同様のものを、本校ホームページ及び安心・安全メールでもお知らせしております。 

 ・3 年生の修学旅行における感染防止対策も本校ホームページに掲載しております。 

・１、２年生の校外学習や宿泊学習の感染防止対策は、修学旅行のものに準じます。 


